
第 章

タイ消費者法の展開と法的枠組み

はじ

近代法

度の設計

かしなが

め

が

を

ら

に

前提とする個人

なす上でも大前

，現実の社会に

まま適用

い歴史の

するならば，著し

なかでさまざまな

の形式的

提となっ

おける差

い不平等

修正原理

な平

てい

異を

等性，均質性，

（典型的にはる

考慮することな

を生むことになる。

を発展させてきた。

対等性は

契約自由

く，この

近代法自

例えば，

今

の原

前

日の法制

則）。し

提をその

体もその長

詐欺，強制

による法

ることが

科学技

社会の発

人間 で

律

で

術

展

あ

行為の無効，信

きるであろう。

の発達や大量生

した現代におい

る消費者や労働

といった

要性はよ

さまざまな面で拡

りいっそう高くな

義誠実の

産・大量

て，主と

者との間

原則

消費

して

の現

や公序良俗とい

，連鎖型流通機

法人である企業

実の格差は，情

大しつつ

りつつあ

あり，新たな法によ

る。労働法，消費者

った一般

構を特徴

・事業者

報，経済

条

と

と

力

項をあげ

する産業

生身の

，交渉力

る近代法

法，社会

の修正の必

保障といっ

た法制度

植民地

は重要な

成熟とい

な段階か

の

化

課

う

ら

発展は，こうし

を通じて近代西

題となっている

要因を考慮する

国民経済の確立

た要請に

欧法を継

が，近代

必要があ

を求めて

応え

受し

法が

る。

開発

ようとするもの

た途上国におい

基盤とする市場

独立後の途上国

政策をスタート

であると

ても，近

メカニズ

は市場経

し，この

い

代

ム

済

た

えよう。

法の修正

自体の未

の未成熟

め国家に



よる市場

経済発展

経済へ

・工業

の介入を基調とする

化のための産業振興

近代法の

策などが

修正が行われてきた

行われたのと同様に

（開発

，農地，

法）。

教

育などの

多くは独

定の政党

はそうし

らの政治

さ

立

・

た

体

まざ

後の

軍な

政治

制の

れたが，

しかしな

国民に

がら，

まな社会制度の改革

国造りの指針を民主

どに権力が集中する

体制を正当化する根

下では，アジアの伝

も行

主義

権威

拠

統的

われ

に求

主義

とし

な家

対する保護・恩恵の

開発体制の下では個

供与は正

人の権利

た。他方，政治面で

めたが，内外の政治

的な政治体制へと変

（開発ても機能した

父長的な国家指導者

は

状

容

国家

観

途上国

況から

し，開

）。こ

が強調

当性の重要な要素で

・利益は，社会全体

あった

や国家の

の

特

発

れ

さ
（ ）。

利

益に比べ

請が常に

際的な消

保護法の

る。

て

国

費

制

低い

家に

者運

定は

各国で

が著しく

経済発

進展す

プライオリティを与

よって満たされてき

動はアジア諸国にも

比較的早い時期に包

えら

たわ

影響

括的

れて

けで

を与

な立

展と民主化が進展し

る。例えば，フィリ

た 年

ピンでは

いたのであり，消費

はなかった。 年

えた。タイにおける

法を行ったものとし

者

代

て

保護の

以降の

年消費

注目で

代以降，アジア諸国

（年消費者法

の消費者

要

国

者

き

法

），

マレーシ

な消費者

護のため

別の制度

なかに消

ア

法

の

を

費

では

が制

多く

定め

者請

の紛争に

ィリピン

ついて

も行政

（年消費者保護法

定されている。これ

のルールを定めてい

ている。例えば，マ

（求審判所

らの

るほ

レー

法律

か，

シア

事業者側にとって片

機関による調停・仲

務的な強

裁制度が

）

は，製造物責任を含

消費者被害の救済に

では国内取引・消費

）が設置

な

む

つ

者

され

ど包括

消費者

いての

問題省

，少

制仲裁を定めている

定められている。

。また，

的

保

特

の

額

フ

フィリ

ものとな

ただけに

ら，同法

訴訟の代

ピ

っ

条

で

行

ン，

てい

文数

も消

など

マレーシアの法律が

るのと比較すると，

が少ない点など若干

費者被害の救済に関

，日本にはない積極

，少

タ

見

して

的な

なく

イの

劣り

消費

制度

とも法文上は，かな
（ ）消費者保護法 は制

するのは否めない。

者団体の訴権や検察

を定めている。もっ

り

定が

しか

官

と

充実し

早か

しな

等によ

も途上

た

っ

が

る

国



において

しばしば

は法律が施行され

みられるのであり

ても，具

，この消

第 章 タイ消費者法の

体的な実施措置がす

費者団体の訴権に関

展開と法的

ぐにとら

する規定

枠組み

れない例は

もまた，そ

の適用の

わば 休

うとして

最初の消

条項法の

前

眠

い

費

制

提となる消費者

状態 にあった

る。 年に実施

者団体の認定が

定， 年の消費

備の動き

途上国

がみられる。

においても，市場

団体の認

。この制

に必要な

行われた

者保護法

定が

度も

省令

。タ

改正

行われず，ほぼ

年代後半か

等が制定され

イでは，このほ

など消費者保護

メカニズムを重視した経済運

年間に

らようや

， 年

かに 年

の強化の

わ

く

月に

不

た

たってい

動きだそ

なって

公正契約

めの法整

（市場営 化）と経済

のグロー

る。

きた。特

のための

社会的公

バ

年

に

法

正

リゼーションに

代末の高成長期

年のアジア経

改革が行われつ

の重視を主張す

私的自治

つつある

の修正原理の強化

ように思われる。

伴い，規

からアジ

済危機以

つある。

る立場も

が社会的

制緩

ア諸

降は

他方

強く

和などの諸制度

国においては規

， などの圧

で，市場化の行

あらわれている

公正を実現するもの

の改革を

制緩和が

力もあっ

き過ぎを

。消費者

として位

迫

進

て

疑

保

られてい

められて

，市場化

問視し，

護という

置づけられ

本章で

消費者法

である。

とりあげ

は

を

特

，

，タイにおける

取り上げ，その

に，タイの消費

その規制の特色

タイ消費者法の

社会的公

展開と法

者法の中

について

正を

的枠

心的

検討

重視した法整備

組みについて概

な法令である

する。

展開と構造

の動きの

観しよう

年消費

事

と

者

例として

するもの

保護法を

．消

タイに

とする取

費

お

締

者法の展開

いては，食品・

法規の制定は，

医薬品な

民商法典

どの

の制

商品の安全や衛

定以前の 世紀

生の確保

初頭にす

な

で

どを目的

にみられ



た。しか

れたのは

しなが

国際的

ら，消費者問題とい

な消費者運動の影響

う形で問

を受けた

題が意識され，法整

年代以降のこと

備が試み

である。

ら

年

・ユニオ

み，例え
（ ）た 。タ

に

ン

ば

イ

創設

（ズ

）

年

に対

け入れた

政府と民

民間団

間との

され，各国の消費者

は，途上国での消

にはマレーシアの

しては 年から何度

団体

費者

ペナ

か

で構

保護

ンに

働き

体によって消費者問

調整を行った。 年

題を検討

にはクク

成される国際コンシ

，現

運動の拠点づくり

アジア太平洋事務

かけを行い， 年に

ュ

在は

にも

所を

は要

ーマー

取り

設立

請を

するための委員会が

リット・プラモート

設置され

内閣によ

ズ

組

し

受

，

っ

て，当時

費者保護

となった

キット副

員会は首

の

委
（

首

相

副首

員会
）。そ

相を

の権

係官の数

の活動に

が不足

法的な

相プラマーン・アデ

が政府に設置された

の後，クリアンサッ

委員長とする消費者

限に基づくものであ

ィレ

が，

ク

保護

った

ーク

その

内閣

委員

ため

するなど機動性に欠

裏づけを与えるため

けていた

， 年に

サーンを委員長とす

後の政治状況によっ

の下で，ソムポップ

会が再び設置された

，授権する法律をも

る

て

・ホ

が

た

最初の

立ち消

ート

，この

ず，ま

。このため，消費者
（ ）消費者保護法 が制

保護委員

定され

消

え

ラ

委

た

会

た。

同法に

現代は，

る。販売

し，商品

利な立場

付

国

業

販

に

され

民に

者お

売お

陥ら

まな商品

知る立場

および

にはな

た制定趣旨はこの法

対するさまざまな商

よび広告業者は，マ

よび役務提供の促進

せている。なぜなら

律の

品

ー

に用

ば，

意義

およ

ケテ

いて

消費

役務の品質および価

いからである。また

格に関す

，商品お

をよく示している。

び役務の日々の提供

ィングおよび広告の

おり，かかる行為は

者は，市場状況なら

（

は増

技巧

消

び

略）…

えて

を導

費者を

にさま

る事実を時宜にかな

よび役務の品質およ

って正確

び価格を

…

い

入

不

ざ

に

定

めて，消

あったと

を遂行す

者は訴訟

い。また

費

き

る

遂

時

者の

に各

こと

行の

には

権利に保護を与える

消費者が販売業者お

は，時間を無駄にし

ために時間を費やし

，消費者に損害を与

法律

よび

費用

，費

え得

があ

広告

も割

用を

る行

る場合においても，

業者に対して訴えを

に合わない。また，

支払うことのできる

為を時宜にかなって

権

提

多

立

停

利侵害

起し訴

数の消

場には

止させ

が

訟

費

な

ま



たは拒否

するため

することのできな

消費者一般の権利

いことも

に保護を

第 章 タイ消費者法の

ある。消費者に対し

与える法律を整備し

展開と法的

て適切に

，ならび

枠組み

公正を確保

に消費者へ

の保護の

ための適

制定する

年

進められ

提

切

必

代

て

供において，諸

な国家機関を設

要がある。

後半の高成長期

きた。 年の経

みられて

発展のた

きた。危機への対

めの経済構造改革

行政機関

置するこ

からタイ

済危機後

によ

とが

にお

は，

る実施を指揮監

適切であり，し

いても規制緩和

経済再建の手段

応が一段

とそのた

落した現在において

めの法整備が進めら

督しおよ

たがって

・自由化

として規

び

こ

が

制

調整する

の法律を

漸進的に

緩和が試

は，中長

れつつあ

期的な経済

る。このよ

うな法整

よる外資

年

化）とそ

べきこと

備

規

代

の

は

の例としては，

制の緩和や，

の法改革におい

ための法整備が

，市場経済化を

一方で，

した立法

労働，環境，社会

が行われたことで

年 月

年 月の

ては市場

大きな課

推進する

に施

取引

メ

題で

ため

行された外国人

競争法の制定が

カニズムを重視

あったことは確

のさまざまな自

保障など

ある。社

の分野で 社会的公

会 （ ）保障法 の 年

事業法の
（ ）ある 。

した経済

かである

由化措置

全

政

が

が

面改正に

（市場策

，留意す

行われた

正 の確

全面改正

保を目的と

， 年労働

保護法の

の法整備

とができ

年

もに，消

全

も

る

に

費

面改正，身体障

行われてきた。

。

制定されたタイ

者保護のための

契約条項

保護法を

法が制定され，一

改正する 仏暦

害者リハ

消費者保

王国憲法

独立機関

ビリ

護の

は，

の設

テーション法，

強化もこうした

消費者の権利の

置を定めた。ま

定の契約

年消費

条項を規制している

者 （第 号保護法

非喫煙者

流れの一

保障を明

た， 年

保

つ

記

に

護法など

とみるこ

するとと

は不公正

。 年に

） が制定

は，消費者

された。そ

の 制定

および消

視，指揮

切であり

護を受け

趣

費

監

，

て

旨 は， この法

者保護行政に関

督，消費者への

また現在では消

いないことが明

律を公布

する仏暦

保護の提

費者の多

らかであ

す

供に

くが

り，

る理由は，消費

年消費者保護法

おける諸行政組

関係法令が定め

ならびに多数の

者保護委

の規定，

織の調整

る権利の

消費者が

員会

す

が

実

事

の構成

なわち監

なお不適

効的な保

業者との



契約の締

る規定を

結にお

改正し

いて公正が確保され

て，消費者保護委員

ていない

会の構成

と要求しているので

を修正し，ならびに

あり，か

消費者保

か

護

行政機関

いて実効

護に関し

ための案

の権限を

，

的

て

件

修

すな

に業

，必

の首

正し

契約締結

ついて定

時にお

める規

わち消費者保護委員

務を実施できるよう

要または緊急の場合

相への提出について

，より適切かつ実効

会事

にし

にお

，分

的な

務局

，な

いて

野別

もの

いて公正を確保され

定を追加することが

るように

適当で

を修正し，中央およ

らびにこの法律によ

，首相による審査お

委員会および消費者

とする。ならびに消

び

る

よ

保

費

地方に

消費者

び命令

護委員

者が特

消費者の権利および

あり，ゆえにこの法

権利保護

律を制定

お

保

の

会

に

に

す

る。 と

約 の定

会の組織

護委員会

的に適用

定め

義

の

事

さ

た。

の追

変更

務局

れる

どである

年

。

月に

年改正の主な内

加， 消費者の権利

（第 条）， 契約委

（局相当への格の改編

場合の拡大， 契約

容は

の追

員

上

分野

，

加

会の

げ）（

の消

は，独占禁止および価格決定

消費者 の定義の

（第 条の ）， 消費

（第 条 号）設置 ，

第 条）， 消費者保

（費者保護の追加

変

者

消

護

節

更，

保護委

費者

法が優

の

法が廃止され，それに代わっ

契

員

保

先

）な

て

仏暦

の 法が

のである

も改正・

年

制

。

全

取引

定さ

この

面改

．消費者法

競争法 と 仏暦

れた。後者は，旧法

ほか 年代には消費

正が行われている。

の構造

にお

者保

年商

ける

護に

品及び役務の価格に

価格統制を別個の法

かかわる他の個別法

関す

律

令

る法

とする

につい

律

も

て

憲

現行憲

において

には消費

年

法

法

強

者

憲

規定

は，

調さ

に関

法は

年タイ王国憲法

れた課題の一つであ

する規定も含まれて

（第，財産権の保障

であ

り，

いる

条

る。

第

。

），

人権保障の拡充は憲

章 タイ国民の権利

営業・就業の自由，

法

及

公正

制定過

び自由

な自

程

由



競争にお

由，公正

け （第 条る自由

な自由競争におけ

）を保障

る自由の

第 章 タイ消費者法の

する。第 条 項

制限について， 国

展開と法的

は，営業

の安全ま

枠組み

・就業の自

たは国民経

済の確保

制， 消

祉におけ

目的とす

ての消費

，

費

る

る

者

公共事業上の

者保護， 都市

利益のため，ま

法律によっての

保護を明確にし

第 条

第

は，消費者の権利

条 消費者たる

人民の保

計画，

たは 不

み制限す

ている。

護

天然

足の

るこ

， 公序良俗の

資源および環境

防止もしくは競

とができると定

を保障し

者の権利

ている。

は保護を受けるもの

確保，

の保全，

争上の不

め，制限

職業

正

の

従事規

人民の福

の追放を

根拠とし

とする。これは法律

の

を

え

れ

定

前

与

る

ば

めによる。

項による法律は

え，ならびに消

職務を行う消費

ならない。

この条

れず，憲

項は，憲法起草過

法起草議会におけ

，法律，

費者保護

者の代表

規則

のた

で構

および実施規則

めの諸措置の決

成される独立機

程におい

る審議の

て国民に最初に公表

なかで消費者保護団

の制定に

定につい

関の設置

された原

体等の働

つ

て

を

いて意見

意見を与

定めなけ

案には含ま

きかけによ

って導入

国の機関

が，国の

憲法は

護法第

さ

で

機

，

条

れたものである

あると解する立

関を意味すると

消費者の権利の

は，消費者が次

いる。

商品または役務に関

（ ）。第

場と，民

いう見解

具体的な

に掲げる

項

間団

が一

内容

保

の 独立機関

体を含むと解す

般的であるよう

を規定していな

護を受ける権利

して適正かつ十分な情報およ

の意味に

る立場で
（である

い。

を有す

つい

議
）。

年

る

ては，

論がある

消費者保

と定めて

び品質表示を受ける

権

商

商

（ の

損

利

品

品

）契

害

または役務の選

または役務の使

約締結において

について審査お

択におい

用につい

公正を受

よび補償

て自

て安

け

を受

由を有する権利

全を受ける権利

る権利［ 年

ける権利

改正により追加］



新憲法

利 にと

の定め

どまる

る 消費者の権利

かは，今後の検討課

が

題である

年法の定める 保護

。

を受ける権

行

消費者

ことがで

であり，

政

法

き

商

的規

にお

る。

品や

制や一定

とのに個

の行為

別法に

制

ける規制は，行政的

タイにおいても消費

役務の安全性を確保

規制

者保

する

と司

護に

ため

の禁止・義務づけと

よって規制が行われ

いった手

ていて，

法・私法的規制に大

かかわる制定法の多

，事業者・取引の登

き

く

録

く分け

は行政

制・許

段で規制を行ってい

主管官庁も異なって

る。分野

いる。法

る

法

可

ご

律

の実施，

委員会は

の関係部

たは大臣

務局とな

政

，

局

に

り

策の

首相

の局

よっ

，当

なく，特

ば，病院

定の民

などの

立案・審査等のため

または主管省庁の大

長等が職務上の委員

て有識者のなかから

該局の局長が委員兼

委員

臣ま

とな

任命

事務

会が

たは

る。

され

局長

間団体からの代表が

医療施設の監督を目

委員と

的とする

設置されることが多

次官が委員長となり

職務上の委員のほか

る委員が加わる。担

となる。行政機関の

い

，

に

当

代

。一般

関係省

，内閣

部局が

表だけ

して参加するものも

年医療施設法は

ある。例

，実施機

に

庁

ま

事

で

え

関

として医

員に加
（ ）る 。

私

療

えて

法

施設

，医

的規

消費者

る。民法

被害に

の一般

委員会を設置するが

師会などの団体の

（司法的規制）制

，厚

代

生省

表が

関する紛争の多くは
（法である民商法典

，被害者
）の不法

次官や医療局長等の

参加することが定

職

めら

務上の

れて

と事業者との間の民

行為や契約法に関す

事事件で

る規定は

委

い

あ

消

費者法の

ールが定

約条項の

契約分

これらの

重

め

無

野の

内

要な

られ

効や

消費

容は

基礎をなしている。

ることもある。例え

解釈に関するルール

者保護 には，私法

後述する。

民商

ば，

を

上

法典

不公

定め

の効

のほか，特別法によ

正契約条項法が，一

ている。また，消費

力に関する規定が含

っ

定

者保

まれ

て民事

の不正

護法

てい

ル

契

の

る。



このほ

造物責任

かに，起草過程に

法の制定を契機と

ある製造

して現地

第 章 タイ消費者法の

物責任法民事の特別

で開催されたセミナ

展開と法的

法である

ーがきっ

枠組み

。日本の製

かけで工業

省工業規

出された

よる法案

集まりつ

格

。

の

つ

院が起草作業を

同法案の原則に

検討が行われつ

ある。

消費者保護法上

行い，消

ついて

つある。

費者

年

タイ

保護委員会事務

月に閣議決定

の産業界におい

の消費者保護

局によっ

され，法

てその内

て

制

容

閣議に提

委員会に

に関心が

．総

年

規定を定

消

め

説

（以費者保護法

るとともに，そ

会と略す

か行われ

）および事務局を

ていない現状を是

下，法律

の実施機

設置する。

正するた

と略

関と

）は，消費者保

して消費者保

消費者保護が個別

め，一元的な原則を

護に関す

護委員会

法により

定めると

る包

（以

括的な

下，委員

部分的にし

ともに，消

費者保護

年に改正

消費者

第

第

に

が

保

章

章

かかわる多くの

行われたほか，

護法は 条から

消費者保護委

消費者保護

第

第

節 広告分野の

節 ラベル分野

行政機関

権限強化

成り，章

員会

の調

のた

構成

整を行うことを

めの改正案が現

は次のとおりで

消費者保

の消費者

護

保護

目的とし

在準備さ

ある。

て

れ

いる。

ている。

第

第

第

第

章

章

節の 契約分

節 他の種類の

不服申立

罰則

野の消費

消費者保

者保

護

［ 年改正護 追加］



個別法との関係

消費者

るだけで

それと調

は，次の

当

保

な

整

よ

該

護法

く，

して

うな

事項

する

第

のが原

章の規

は，個別法によって

すでに個別法に基づ

，補完的に適用され

適用範囲・権限調整

について定める法律

則 である。

定は，個別法の 条

カバ

く消

る

のた

があ

ーさ

費者

こと

めの

る場

項と重複

れない領域に包括的

保護が存在する分野

が期待されている。

規定を定めている。

合には，当該法律の

に

に

法律

規

適用さ

ついて

第

定を適

せず，または抵触しない限り

れ

も

条

用

に

おい

ただ

られ

て

し

る

消

員

のみ

，次

。

費者

会が

有する

完了せ

，適用することがで

に掲げる場合は例外

全体の利益のために

通知した日から起算

係官が執行しないか

ず，および当該法律

きる

的に

必要

して

。

委員

な場

日

または執

により消

会が権限を行使する

合で，分野別委員会

以内に，当該法律に

行が当該法律に定め

費者保護に関する命

こ

も

よ

とが認

しくは

り権限

る手続き

令を発し

め

委

を

を

て

い

事

す

前

き

ない

案を

る。

号の

は，

前に，

章の定

ことが明らかである

首相に提出し，首相

場合において，放置

前号の条件たる通知

とき

は審

して

を行

は，

査し

おけ

わず

分野別委員会または

めに従って審査し命

委員会は

令を発す

分野別委員会または

て本章の定めに従っ

ないような緊急の必

，または 日の期間

委

た

要

が

員会は

命令を

がある

満了す

事案を首相に提出し

るものとする。

，首相は

，

発

と

る

本

当該

者保

る場

分野

限の

個

護

合

別

委

別法

法に

には

委員

任は

に係官に授権する規

基づく命令を発する

，委員会は当該係官

会に代わって行使さ

，官報に公布しなけ

定が

。当

に委

せる

れば

ない

該法

任し

こと

なら

場合には，分野別委

律によって授権され

てこの消費者保護法

（第 条ができる

（同条 項）ない 。

員

た

上

項）

会が消

係官が

の権限

。この

費

あ

を

権



消費者の定義

第 章 タイ消費者法の展開と法的枠組み

消費者

あり，そ

改正前

を受けた

者から申

保

こ

の

者

込

護法の目的は，

で消費者の範囲

定義は，消費者

をいい，商品を

みもしくは勧誘

事業者と

ら，

の間で直接に契約

年改正において消

事業者と

が問題と

とは 事

購入しも

を受けた

関係のな

費者の定

の関

なる

業者

しく

者を

係において消費

。

から商品を購入

は役務提供を受

含む としてい

い者は含まれなく

義は次のように変更

者を保護

し，また

けさせる

た。この

なってし

されてい

す

は

た

定

ることに

役務提供

め，事業

義では，

まうことか

る。

消費者

たは商品

しくは勧

ず，正当

定義され

と

を

誘

に

る

は， 事業者から

購入しもしくは

を受けた者を言

商品を使用しも

。

なお，

利 とし

すでに説明したよ

て五つの権利を列

商品を購

役務提供

い，対価

しくは事

入

を受

を

業者

し，もしくは役

けさせるため，

支払った者であ

から役務提供を

うに，法

挙してい

律第 条は，消費者

る。

務の提供

事業者か

るか否か

受ける者

を受

ら

にか

を

け，ま

申込みも

かわら

含む と

の 保護を受ける権

．消

消費者

委員会は

費

保

，

者保護委員会

護法の実施機関

消費者保護行政

にかかわ

野別委員

る諸機関の調整を

会，調査委員会，

として，

の中核に

消費

位置

者保護委員会が

づけられるだけ

行うこと

消費者保

が期待されている。

護委員会事務局が設

設置され

でなく，

て

消

いる。同

費者保護

下部機関

置されて

として，分

いる。

委員会

官，商務

務局長，

る。消費

改正で職

は

省

お

者

務

（委員長，首相

次官，内務省次

よび内閣が任命

保護委員会事務

上の委員として

），首相秘

官，工業

する 人

局長は委

参加する

書

省次

を超

員

省庁

官，首相府次官

官，運輸省次官

えない有識者に

および秘書官と

の範囲の拡大と

，農業協

，食品薬

よって構

（第なる

有識者委

同組

品

成

条

員

合省次

委員会事

されてい

）。 年

の定数の



増加が行

委員会

われた

の権限

。有識者委員の任期

職務は第 条に列挙

は 年で

されてい

再任が認められる

る。

（第 条）。

事

事

第

応

損

業

案

。

害

者の

を審

条に

を発

た

く

は役務

は役務

行為に起因する被害

査すること。

より消費者に危険を

生させ，または消費

また

生じ

者の

は損

させ

権利

に関する通報または

の名称または事業者

公表を行

の名称を

害を受けた消費者が

るおそれのある商品

を侵害するおそれの

申

に

あ

し立て

関する

る商品

うこと。この場合に

示すことができる。

，商品も

た

対

ま

し

分

員

分

係

従

野

会

野

官

っ

別委

の命

別委

，行

た執

第

の

条の

権利侵

員会に提言および助

令に対する不服申立

員会および小委員会

政部門または国の他

行を迅速に行わせる

言を

を審

の職

の機

こと

提供

査し

務実

関に

。

規定により委員会が

害に関する訴訟の遂

相当と認

行。

させること，ならび

裁定を下すこと。

施規則の制定。

法律が定める権限お

に

よ

分野別

び職務

め，または申立人のある消費

委

に

者

第

消

す

法

と

費

る

律

。

条の

者保

こと

によ

委員会

広告，

は，権限

ラベル

規定による協会に対

護における政策およ

。

って委員会の権限職

して

び措

務

認証

置に

と定

職務の実施を事務局

，契約の三つの分野

に委任

別委員会

を行うこと。

関する意見を内閣に

められている事項を

対

実施

して提

する

（第することができる

が設置されている。

条 項

各委員会

出

こ

）。

の

委員は，

下）。委

分野別委

をもつ

消費者

有

員の

員

（第

保

識者

任期

会は

条）

護委

のなかから消費者保

は 年で，消費者保

，法律が定める権限

。

員会および分野別委

護

護

また

員会

委員

委員

は消

は，

（ 人会が任命する

会に関する規定が準

費者保護委員会が委

作業部会に審査また

以

用さ

任

は

上

れる

する権

執行を

人以

。

限

委



任するこ

野別委員

と （第ができる

会および部会に準

条）。委員

用される

第 章 タイ消費者法の

会の議事に関する

（第 条）。

展開と法的

（第規定

枠組み

条）は，分

事務局

に格上げ

．広

は

さ

告

首相府首相秘書

れている。

分野の消費者保

規

広告に

制の内容

関する規制は，法

官室にお

護

かれていたが，

律第 条および第 条によっ

年改正で 局 相当

て定められている。

第 条

内容 ま

は， 商

か，また

かを問わ

は

た

品ま

は

な

，広告の内容に

は 社会全体に

たは役務の出所

商品または役

い。

同条

内容 と

項は， 消費者に不

みなされるものを

関する規

害を与え

，状態，

務の引渡

公正な内

列挙して

制で

得

品

，調

ある。広告は

る内容 を用い

質または性質に

達または使用に

容 または 社会

いる。すなわち，

， 消費者

てはなら

関するも

関するも

全体に害

に不

ない

の

の

公正な

。これ

である

である

を与え得る

虚

商

報

し

法

偽

品

告

，

律

または事実を上

または役務の重

，統計または事

または根拠とし

もしくは道徳に

を

国

直接または間接に

民の間に対立をも

回る内容

要な内容

実ではな

て行われ

違反し，

につ

い

るか

また

いて誤解を生じ

かもしくは事実

否かを問わない

は民族の文化の

支援する

たらし，

内容

または連帯を損なわ

させる内

を上回る

。

荒廃をも

容

もの

た

。学術的

を使用

らす行為

せる内容

そ

明らか

よる禁止

消費者

第 条

の

に

か

保

項

他省令で定める

事実ではあり得

ら除外される（

護法に基づく省

の 省令で定

内容

ない内容

同 項）。

（令 号

める広告

であ

の

ると一般人がわ

年）から省令

指定に関するも

かるもの

（ 年号

のである

は

）

。

，本条に

は，法律

このこと



は，広告

第 条

が重要

は，広

な規制対象分野であ

告の方法に関する規

ることを

制である

示している。

。広告は， 健康，身体もしく

は精神に

ない。こ

第 条

員会は，

員会が当

危

れ

は

い

該

険を

につ

，ラ

ずれ

商品

委員会に

当

命令に

該広告

生じ，または消費者

いて例示規定はなく

（後述ベル規制商品

かの商品が消費者に

が第 条によるラベ

に迷

，省

）の

とっ

ル規

惑を

令で

広告

て危

制商

よって次のことを行

が，広告委員会が定

う権限が

める条件

生じ得る方法 で行

定めるとしている

についての規定であ

険であると認め，か

品であると定めたと

与えられる。

に従って，使用方法

っ

（同条

る。

つ

き

てはな

項

広告

ラベル

は，広

または危

ら

）。

委

委

告

険

に

告

る

当

当

関

委

こ

該

該

する

員会

とが

商品

商品

このう

または利

ち 号

益が国

注意書きまたは警告

は異なる広告媒体を

できる。

に関して広告媒体の

の広告を禁止するこ

とと

利用

使用

と。

もに

する

を制

および 号について

家の社会的，道徳的

の規制は

または文

行われることを定め

広告について異なる

限すること。

，広告委員会が当該

化的政策に反すると

る

条

こと。

件を定

商品の使

認める広

広

め

用

告

にも適用

規

上記の

与されて

さ

制

広

い

れる

の実

告の

る。

事実

広告委

提出請

員会は

（同条 項）。

施方法

禁止および制限のため，広告

（第 条）求

，商品または役務について，

委員会には次のような権限が

消費者が事業者の状態，地位

付

ま

たは他の

の広告に

限を有す

広告

広告委

詳

，

る

で

員

細に

広告

（第

ある

会が

ついて知る必要があ

委員会が定めるとこ

条）。

ことの表示の義務づ

，いずれかの広告媒

ると

ろに

け

体に

認め

従っ

（第

よる

るときは，当該商品

て，かかる事実を提

条）

広告の内容について

ま

供

，

たは役

させる

消費者

務

権

に



当該内容

めるとき

が広告を目的とし

は，広告委員会は

た内容で

，国民に

第 章 タイ消費者法の

あることを通知する

当該内容が広告であ

展開と法的

のが相当

ることを

枠組み

であると認

わからせる

ように注

は，実施

改善

違反行

が，第

意

条

命

為

条

書きをおかなけ

件を定めること

（第 条）令

に対しては改善

，第 条，第

のいずれ

広

かの命令を発する

告の内容または方

ればなら

ができる

命令を出

条 また

ない

。

すこ

は第

と定める権限を

とができる。第

条に違反する

権限を有

法の変更

する。すなわち，

有する。

条は，

と認める

広

広

と

告委員会

告委員会

きは，次

広

広

広

う

第 号

告

告

告

誤

に

に見られる内容

または広告内で

委員会が定める

解を解くための

よる広告の命令

誠意を考

広告

慮して，規則およ

者に対する事実証

の一部の

の当該方

規則およ

広告を行

は，広告

使用

法の

び方

わせ

委員

の禁止

使用の禁止

法に従って，消

ること。

会が消費者の利

び方法を

（明請求

定め （同条 項）る 。

第 条）

費者に生

益ならび

じ

に

たであろ

広告者の

広告委

回る も

ため証明

広告者

証を引用

員

の

を

が

し

会は，広告の内

であると疑う理

命じることがで

，学術的報告，

，または広告上

なかで用

広告委員

いる内容が依拠し

会は第 条による

容が第

由がある

（第きる

調査結果

の事実を

条

とき

条

，統

提出

項 号による

は，広告者に対

）。

計または他の機

する場合におい

たような

命令を発

事実であることを証

する権限を有する。

虚偽また

して事実

関もしく

て，広告

明できな

また，広

は

を

は

者

事実を上

示させる

個人の認

が広告の

いときは，

告者は当該

内容が虚

（第 条

広告

事業者

は，当該

偽

項

委

が

事

であることを知

）。

員会に対する問

，自己の広告が

業者は広告を行

っている

い合わせ

この法律

う前に，

か

（第

に違

広告

，または当然知

条）

反しまたは従っ

委員会に当該事

り得たと

ていない

案の審査

みな

と

お

される

疑うとき

よび意見



を求める

から起算

ことが

して

できる。この場合に

日以内に意見を付し

おいて，

て事業者

広告委員会は申請を

に通知しなければな

受理した

らない。

日

か

かる期間

（第 条

る。受領

与は，相

ではない

内

）。意

し

当

（

に通

見請

た手

の事

同条

とはみなされな

知しない場合には，

求および意見提供

数料は，国庫収入と

由がある場合に新た

項）。広告委員会の

広

手数

す

に審

意

告委

料は

（る

査し

見に

（同条 項）い 。

員会は承認したもの

，広告委員会が定め

同条 項）。広告委員

別の決定を行う権限

従って行われた行為

とも

る規

会の

を

は犯

みな

則に

意見

奪うも

罪行

す

よ

付

の

為

．ラ

規

ラベル

み行われ

ベ

制

に

る

ル分

の内

関す

のが

ラベル

よび 販

規制商

売目的

野の消費者保護

容

る規制は， ラベル規

原則である。

品とは， 工場法上の

で国内で注文されま

制商品

工場で

たは輸

に指定された商品

販売目的で生産され

（第入された商品

について

た商品

条）で，

の

お

ラ

ベル委員

商品の

害を生じ

とが明ら

知る上で

会

使

さ

か

消

が官

用も

せ得

で，

費者

品ではな

ラベル規

いとき

制商品

報への告示によって

しくは商品の状態に

る商品であること，

当該商品のラベルの

に有益である場合に

指定

関連

また

決定

おい

した

して

は一

が当

て，

は，ラベル委員会は

とすることができる

官報に告

（第 条

（第 条ものをいう

，健康，身体もしく

般国民が常用する商

該商品に関する本質

当該商品が前項のラ

項

は

品

的

ベ

）。

精神に

である

な事実

ル規制

示することによって

項）。

当該商品

危

こ

を

商

を

ラベル

条）。

事

得

次

規

実

る

に

制商

にあ

内容

掲げ

品のラベルは，次に

てはまる内容を用い

を含まないこと。

る内容を記載するこ

掲げ

，商

と。

る性

品に

質をもたなければな

関して本質的な誤解

ら

を

ない

生じさ

（第

せ



販売目的の生産者

生産地または輸入

または輸

営業所。

第 章 タイ消費者法の

入者の名称または商

展開と法的

標。

枠組み

必

き

の

当

は

要

，

他

該商品が何であ

生産国の名称の

な内容を記載す

警告，賞味期限

消費者の権利を

す

ラベル

る規則および条件

規制商品の販売目

るかを理

記載。

ること。

がある商

保護する

解さ

すな

品に

ため

せる内容の記載

わち，価格，量

ついては賞味期

のもの。ラベル

による。

的の生産者または販売目的の

。輸入商

，使用方

限の年月

委員会が

品

法

日

官

の場合に

，注意書

またはそ

報に告示

注文者もしくは輸入

者たる事

しなけれ

委員会が

とする

第 条

業

ば

官

（第

に

者を販売前のラ

ならない。この

報への告示によ

条 項）。

よるラベル内容

強制する

して必要

ものではない。た

なものである場合

ベル作成

場合にお

って定め

の決定は

だし，か

（を除く

者と

いて

る規

，事

する。当該ラベ

，上記 および

則および方法に

業者に対して生

かる内容が消費者の

第 条）。

ルは上記

の内容

従って作

産上の秘

衛生およ

の

は

成

密

内容を有

，ラベル

するもの

の開示を

び安全に関

規

上記の

ている。

改善

制

ラ

命

の実施方法

ベル規制を行う

（第 条）令

ラベル

かかるラ

委員会は，第 条

ベルの使用を取り

ため，ラベル委員会に次のよ

に従って

やめ，ま

いないと認めるとき

たは当該ラベルの適

うな権限が付与され

は，事業

正な変更

者に対して

を行うこと

を命じる

ラベ

自己の

事業者は

ができる

権

ル

ラ

，

（

限を有する。

委員会に対する

ベルが第 条に

ラベル委員会に

第 条の規定を準

問い合わ

違反し，

対して当

用）。

せ

また

該ラ

（第 条）

は従っていない

ベルの審査およ

疑いがあ

び意見を

る

求

と考える

めること



事業

ラベル

者の帳

統制商

（第 条簿等保管義務

品に関する営業の規

）

制および審査のため，大臣は官報への告

示によっ

帳簿，書

作成およ

．契

て

類

び

約

，係

およ

保管

分野

年の消費

官が審査することが

び証憑の作成および

の方法は省令で定め

の消費者保護

でき

保

る

るよ

管を

（第

者保護法の改正によって 契

うに当該商品の事業

定める権限を有する

条 項）。

者

（第

に対し

条

約分野の消費者保護 に関す

て

）。

る

規定が追

事業者と

伴い，委

た。

加

消

員

され

費者

会の

規

契約分

制の内

野にお

た。 契約 とは，商

との間でなされる合

下に分野別委員会の

容

ける消費者保護の規

品

意

一つ

の売

と定

とし

定は，

買または役務の提供

（第 条）義される 。

て新たに契約委員会

受領

この

が

のた

改正

設置さ

契約規制業種 の指定を前提

め，

に

れ

と

している

ついて規

条の ）

契約規

（

制

と

制

）。契

する

領収

業種

契約規

律がある

制業種

か，ま

約を一般に規制する

方式は，ラベルの規

（書明細規制業種

に指定するためには

たは 書面で契約を

の

制

第

では

と同様

条の

， 契約

締結する

なく，指定される一

である 契約規制

）がある。

を書面でなすことを

慣習があることが必

定の

業種

業種

（

要求する

要である

に

第

法

。

契約規

条項を有

いること

特定の様

契約規

制

す

が

式

制

業種

るこ

要求

の使

業種

で用いられる契約は

と， 消費者に不公

される。契約委員会

用を義務づけること

に関する基準は， 契

，

正な

は，

がで

約

消費

条項

こう

きる

規制

者を不利にしないた

をもたないという性

した条項について定

。

業種及び契約の性質

め

質

め

の指

に必要

を有し

るほか

定に

な

て

，

関



する基準

るために

及び手続きに関す

は，当該事業が，

る 年

消費者

第 章 タイ消費者法の

勅令 で定める，契

にとって不当な合意

展開と法的

約規制業

を使用す

枠組み

種に指定す

ること，

広範に約

こと，の

契約が

していな

ているも

款

い

義

い

の

を使用，または

ずれかに該当し

務づけられた条

場合には，当該

として解釈され

他方，

いものと

契約が禁止されて

み （第なされる

消費者

なければ

項を使用

契約はか

（第 条る

に対

なら

して

かる

の

して優越的な権

ない。

いないか，また

条項を使用し，

）。

いる条項

条の ）。

を使用している場合

限を事業

は使用が

または条

者

条

件

が有する

件に合致

に合致し

には，当該条項がな

契約に

コンドミ

領収書

年

関

ニ

等

改

して現在，クレ

アム販売，携帯

規制業種

正によって第

た領収書

定された

に関する規制は，

（第 条の から第

ジット・

電話につ

条および

カー

いて

第

ド，調理用ガス

規制が行われて

条は廃止され，

契約分野

条の

に関する消費者保護

）。

，自動車

いる。

そこに規

割

定

賦販売，

されてい

の一部として再び規

領収書

に掲げる

要な内容

費者を事

容を使用

等

性

を

業

す

規制業種の指定

質を有さなけれ

使用すること。

者に対して不当

ることの禁止。

よび第

委員会

条の の規定が準

が定める条件に従

が行われ

ばならな

かかる明

に不利に

規制業種

る。

い。

細ま

する

には

指定が行われる

すなわち， 明

たは内容を使用

もの。 消費者

，契約の解釈に

用される

った契約

（第 条の ）。

書または領収書を定

ためには

細を有し

しない場

にとって

関する第

領

，

合

不

収書は次

および必

には，消

公正な内

条の お

められた一定期間内

に交付し

その他

規制業

を行って

な

の

種

い

ければならない

契約の規制

の指定とはかか

る。第 条の

（第 条の

わりなく

は，事業

，特

者が

）。

定の性質を有す

，消費者に対し

る契約に

て保証契

つ

約

いて規制

を締結す



る確約を

事業者ま

与えて

たは代

，商品を販売しまた

理人の署名をなした

は役務を

書面によ

提供する場合には，

って作成されなけれ

当該契約

ばならず

は

，

また商品

らないと

訳を付す

規

ま

定

こ

制

たは

める

とが

の実

事業者

見を求め

は，自

ること

役務の引渡とともに

。また，かかる契約

（同要求されている

施方法

消費

が外

条

者に

国語

項）。

己の契約が法律に違

（第 条のができる

反するか

）。これ

かかる契約を交付し

で書かれているとき

な

は

ければ

，タイ

どうか，契約委員会

は，広告，ラベルの

に対して

場合と同

な

語

意

じ

で第 条

．そ

ある商

が

の

品

準用

他の

が消

委員会は

る。事業

事業者

者が試

される。

種類の消費者保護

費者にとって危険となり得る

に対してかかる製品

験または証明を行わ

の試験

ないか，

と疑うべき理由があるときは

または証明を命じる

相当な理由なく遅滞

ことがで

している

，

き

と

きは，委

条）。

試験ま

であり，

険の発生

員

た

か

を

会は

は証

つ第

防止

命じるこ

める条件

とがで

に従っ

当該事業者の費用で

明の結果，当該商品

条の規定または他

することができない

試験

が消

の法

とき

また

費者

律に

は，

きる。また，必要と

て商品の変更を命じ

認めると

ることが

は証明を行うことが

に危険となり得るこ

よるラベルを定める

委員会は当該商品の

で

と

だ

販

きる

が明ら

けでは

売禁止

きは事業者に対して

できる。変更するこ

委員会が

とができ

（第

か

危

を

定

な

いとき，

場合には

で廃棄す

必要か

べき理由

ま

，

る

つ

が

たは

委員

こと

緊急

ある

事業者が引き続き販

会は事業者に対して

（第 条 項ができる

の場合において，委

ときは，試験または

売す

商品

）。

員会

証明

る目

の廃

が当

が行

的でかかる商品を保

棄を命じ，または事

該商品が危険となり

われるまで当該商品

有

業

得

の

してい

者の費

ると信

販売を

る

用

ず

暫



定的に禁

（同 項）

止
（

することができ
）。

（第る

第 章 タイ消費者法の

条 項）。販売禁止

展開と法的

は官報に

枠組み

公布される

消費者

定をおい

．不

保

て

服

護法は， その他

いるが，これに

申立・罰則

すでに

かどうか

見てきたように消

は別として，法文

の消費者

ついて後

保

述す

護 のなかで訴

る。

費者保護

上はきわ

委員会の権限は，現

めて強力なものであ

訟手続きに関する規

実に行使

る。特に

されている

命令の不遵

守に対し

第 条か

第 条に

の規定は

制定に伴

て

ら

基

罪

う

は懲役刑を含む

第 条が罰則に

づく省令を遵守

刑法定主義の観

刑法典の改正が

定につい

多くの

ても将来的には再

命令があるにもか

罰則が科

関する規

しない行

点から問

議論され

され

定に

為に

題が

てい

る。消費者保護

あてられている

ついて包括的に

あるように思わ

るが，特別法上

検討の必

かわらず

要があると思われる

，消費者保護上の不

法の カ

。また，

罰則を定

れる。

の刑事罰

条

第

め

に

のうち，

条は，

るが，こ

年憲法の

関する規

。

服申立の制度が適用

されるの

である。

会に対し

（第る

明らかで

は

命

て

条

は

広告規制に関す

令を受けた者は

不服申立を行う

）。この規定によ

ない。

ところ

れており

で，政治改革の議

， 年制定され

る命令

，命令を

ことがで

って裁判

（第

知っ

きる

所

条・第 条 項

た日から 日以

とされ，委員会

への訴訟提起も

論のなか

た情報公

で行政の適法性・透

開法，行政手続法

）に対す

内に消費

の裁定は

認められ

明性の拡

，公務員

るも

者

終

ない

のだけ

保護委員

局的であ

のかは

大が求めら

不法行為法

や， 年

上の命令

あろう。

憲

や

法で新たに導入

不服審査手続き

された行

がどのよ

政裁

うに

判所制度との関

評価されるのか

係で，消

も今後問

費

題

者保護法

となるで



．裁判手続きへのアクセスの改善

総

消費者

受けた消

や消費者

被

費

保

説

害の

者自

護法

おいてお

がら，裁

り，こ

判が金

救済は，行政的措置

身による訴訟の提起

上の契約分野に関す

うした規定は裁判所

銭的・時間的にコス

によ

によ

る規

って

って

定は

による救

トがかか

も行われるだけでな

も行われる。不公正

，契約の無効等の民

済を前提としている

るという現実が是正

く

契

事

，被害

約条項

ルール

。しかし

されない

を

法

を

な

か

ぎり，こ

件に限っ

れている

消費者

めの二つ

れ

た

司

保

の

ら制

問題

法改

護法

特別

て行政機

に代わっ

関が訴

て訴訟

度は実効性のないも

だけでなく，司法手

革のなかでも議論と

は，このような裁判

の制度を設けている

のと

続き

なっ

手続

。一

なっ

に共

てい

きへ

つは

訟を代行する制度で

を遂行するものであ

あり，も

る。

てしまう。この点は

通する問題であり，

る問題である。

のアクセスの問題を

，被害を受けた消費

，

近

解

者

消費者

年進め

決する

に代わ

う一つは，消費者団体が消費

事

ら

た

っ

者

行

法律第

行に参加

費者から

政

す

請

によ

条は

るこ

求が

と認める

者保護委

ときは

員会事

る訴訟の代理

，消費者保護委員会

とが相当であると認

あり，かつ委員会が

が，

める

当該

消

とき

訴訟

，委員会は，検察局

（法務局内の公務員

（長 ）の

学士以上

費者の権利侵害に関

，または 権利を侵

遂行が消費者全体の

す

害

利

る訴訟

された

益とな

承認を得て，検察官

）を任命し，消費者

または消

の権利の

遂

消

る

費

侵

害行為者

行わせる

判所に通

限を有す

は検察官

に

こ

知

る

は

対し

とが

する

。ま

，請

て裁判所において民

できる，と定める。
（ ）。委員会が委任す

た，裁判所における

求を行った消費者に

事事

消費

る

訴訟

対す

件お

者保

消費

遂行

る財

よび刑事事件を遂行

護委員会は，司法省

者保護官は，訴訟遂

においては，消費者

産または損害賠償の

す

を

行を

保

請

る職務

通じて

行う

護官ま

求も行

を

裁

権

た

う



権限を有

法律上

する。この場合に

は，消費者保護委

はすべて

員会の係

第 章 タイ消費者法の

の手数料の免除を受

官も訴訟を行う権利

展開と法的

（第ける

を有する

枠組み

条 項）。

が，実際に

はそれに

ている。

関する事

る。この

被害者を

対

現

件

制

支

応できる職員が

在までのところ

が 件あるのを

度の趣旨は，本

援する法律扶助

ないため

が疑問視

，実際には自ら訴

さ （ ）れている 。

不足して

このよう

除き，残

来は経済

的な性格

いる

な訴

り

的に

も認

問題から検察官

訟の事例は約

のすべてが不動

訴訟を起こすこ

められているが

訟を提起する資力のある場合

によって

件であ

産に関す

とができ

，経済力

の

る。

る事

な

等

み行われ

保険に

例であ

いような

の要件が

が含まれていること

消

消費者

団体に対

て，消費

費

の

す

者

者団体の訴権

裁判手続きへの

る訴権の付与で

保護法に基づき

るとの認

（ 年

定を受けた団体に

月 日公布）およ

アクセス

ある。訴

訴訟を提

を改

権

起す

善するための第

が認められるの

る権利および権

限られる

び 訴訟提

。訴権に関しては，

起に関する協会の

二の制度

は，委員

限を有す

は

会が

る

，消費者

審査し

協会であ

省令 号

運営並び

，省令 号

に協会の訴

訟提起の

翌日施行

第 条

る。すな

で， 協

権

）に

は

わ

会

利及び権限に関

よって定められ

，消費者保護委

ち， 消費者保

の定款のうち理

首相府省

に公布さ

令で定める基準に

れる。

する仏暦

ている。

員会によ

護または

事会，会

って

不公

員お

（年実施規則

認定を受ける条

正な競争への反

よび協会の運営

従っていることである。委員

年 月

件を次の

対を目的

方法に関

よ

と

す

日公布・

うに定め

する協会

る部分が

会による認定は官報

第 条

に関する

の訴訟に

賠償請求

う権限を

に

訴

お

を

有

従って委員会の

訟について，民

いて審理手続き

行う委任状があ

（第 条）する 。

認定を受

事訴訟，

遂行の権

るときは

けた

刑事

利を

，当

消費者協会は，

訴訟の提起また

有する。また，

該会員に代わっ

消費者の

は消費者

会員に代

て損害賠

権

保

わ

償

利の侵害

護のため

って損害

請求を行



この消

会員に代

費者協

わって

会による訴訟には，

行う損害賠償請求に

いくつか

関する民

の制限がある。第一

事訴訟について，訴

に，協会

えの取下

が

げ

は，裁判

て行うこ

第二に

は，損害

ければな

所

と

，

賠

ら

が消

がで

訴え

償請

ない

以上の

規則に従

訴権の

って行

費者全体の保護に有

きない。

の取下げ，または当

求を委任した会員の

（第 条）。

害で

事者

同意

はな

間の

書を

行使は，民商法典そ

われなければならな

の他の法

い（第

いと認め，許可した

合意もしくは和解の

作成し，裁判所に対

場

場

し

合を除

合の判

て示さ

律のほか，委員会が

条）。

定める実

い

決

な

施

消費者

るときは

項）。

に，当該

を決定す

協

，

当該

協

る

会が

委員

消費

会に

（第

る。

この制度は，

，実施規則に従わず

会は当該協会に対す

者協会が提起した訴

対する認定が取り消

条 項）。消費者協

，ま

る認

訟

され

会に

たは

定を

が裁

たと

対す

年の消費者保護法の制定

不正に訴訟を行って

取り消すことができ

判所において継続中

きは，裁判所は当該

る認定の取消は，官

い

る

であ

訴

報に

ると認

（第

る場

訟の処

公告

時からあったが，政治状況等

め

条

合

分

す

か

ら委員会

に最初の

おく

団体では
（いる

に

消

，
）。

よる

費者

将来

省令

いる。協

号によ

会は，

認定がこれまで行わ

団体の認定が行われ

の訴訟提起を視野に

れば，協会の組織お

会員および理事の

れず

た。

入れ

，機

認証

た消

よび運営

分の 以

能してこなかった。

を受けたのはバンコ

という団体で

費者からの苦情相談

は次のような要件が

上がタイ国籍を持た

ク

ある

を

年

に本拠

。こ

開始し

定められ

なければ

月

を

の

て

て

な

らない。

省令第

る。事件

の侵害に

自己に代

理

審

関

わ

事は

項に

査人

する

って

総会における選挙に

より理事会による

は，法律学士以上の

訴訟を提起する前に

損害賠償を請求する

よっ

事件

資格

法的

こと

て選

審査

を有

結果

を協

出される。

人 の任命が義務づ

する者で，協会が消

に関する意見を与え

会に求める場合，協

け

費

る

会

られて

者の権

。会員

は損害

い

利

が

賠



償請求委

い。かか

任状の作成，証拠

る損害賠償請求委

準備，適

任状には

第 章 タイ消費者法の

正な訴訟準備を支

少なくとも 名の者

展開と法的

援しなけ

が保証の

枠組み

ればならな

署名をしな

ければな

貨を請求

き手数料

認定を

護委員会

ら

し

を除

受

事

ない。訴訟を提

てはならない

く）。

けた協会に対す

務局に対する提

名，住所

について

，国籍）理事の氏名

も 日以内）， 年

起するに

（損害賠償

る監督は

出・報告

あた

請求

多い

義

って，協会は消

委任状に関して

。さまざまな事

務がある。例え

等の提出

次報告・

（認定を受けてから

予算・貸借対照表等

費者に金

裁判所に支

項につい

ば， 会

銭

払

て

員

または財

われるべ

消費者保

（氏登録

日以内

の作成・

，新規・変更

報告， 総

会の開催

訴状・判

款変更の

は同意し

日

決

た

な

時・場所・議題

についての報告

めの会議に消費

ければならない

その他の法令

・関連文

等である

者保護委

，と規定

書の

。特

員会

して

通知・提出，

に興味深いこと

事務局代表が同

いる。

事件審査

には，総

席するこ

人

会

と

の変更，

または定

を理事会

．取

同様の

引競争法

引

消

に

競争法

費者団体の訴権

おいても採用さ

ず，しか

占禁止に

もその適用の前提

関する規定はこれ

に関する

れている

として価

まで発動

規定

。旧

が 年 月に

法は，違反類型

格統制の適用を条件

されたことがなかっ

公布・施

として独

としてい

た。従来

行さ

占

れた取

しか定め

たため，独

の価格統制

について

年）に継

反行為の

である。

取引競

は

承

類

争

，新たに制定さ

するとともに，

型を拡充するな

法は，行政的規

れた商品

取引競争

ど，競争

（違反行制

お

法は

法制

為

よび役務の価格

，合併規制，カ

の本格的な整備

に対する罰則等）

に関する

ルテル規

を行おう

とは別に

法

制

と

，

（律

などの違

するもの

違反行為



（カルテ

受けた者

ル，企業

が，裁

合併，市場支配力の不

判所に対して損害賠

当な行使

償を求め

第 条 第 条）に

て民事訴訟を提起す

より損害

ることを

を

認

めている

知り得た

者保護委

わって損

（

日

員

害

第

から

会ま

賠償

．不公正契

条）。かかる訴権は，

起算して 年間で消

たは消費者保護法上

の訴えを提起するこ

原

滅

の協

とを

因た

する

会に

認め

約条項法

る事実を知った日ま

（第 条）。第 条

対して，消費者また

（第 条 ）ている

たは

項は

は
（ ）

当然

，消

会員に

。

に

費

代

年

ぼ同じ時

に約款や

そうした

不公正

の

期

不

流

契

消費

に

当な

れを

約条

款，契約

不公正

条項に

契約条

者保護法改正で契約

年不公正契約条項法

契約条項の規制を目

くむものである。
（ ）項法 は， カ条か

対する一般的な規則

項法の制定目的は次

に関

が制

的と

ら

する

定さ

した

なる

をおき，

の通りで

規制が導入されたが

れている。 年代以

立法が行われている

短い法律であるが，

その理論的な射程は

ある。

，

降

が

不公

それと

，世界

，同法

正な

広い。

ほ

的

も

約

する

方の

に禁

しな

こ

法

契

止

が

の法

原則

約当

しま

ら，

有す

者よ

る者が

り有利

律を公布する理由は

は，意思表示の神聖

事者が他方の契約当

たは公序良俗に反す

現代においては社会

，施

の原

事者

る場

状況

行さ

則に

より

合を

は変

，かかる原則に依拠

となり，社会に不公

して経済

正と不安

れている法律行為又

よる私人の自由を基

も有利であっても，

除いて国家は介入し

化し，優越的な経済

は

礎

法

な

的

契約に

とし，

律が明

い。し

交渉力

的交渉力の低い他方

定を生じさせている

の契約当

のであり

関

一

確

か

を

事

，

裁判

提供

に適

付与

組み

所

し

切

す

を

が不

，お

であ

るこ

国家

公正な契約条項また

よびかかる不公正な

る限りにおいて適用

とによって，意思表

に定めさせ，かかる

は条

契約

され

示の

社会

項の

条項

るべ

神聖

の不

審理において用いる

または条項が公正か

きことを命じる権限

と私人の自由の原則

公正と不安定を是正

べ

つ

を

の

さ

き指針

当該状

裁判所

行使の

せるの

を

況

に

枠

が



適切

この法

であり，ゆえにこ

律は，裁判所にお

の法律を

いて契約

第 章 タイ消費者法の

制定することが必要

等の解釈において用

展開と法的

である。

いられる

枠組み

べきもので

あり，民

制定趣

が，消費

事者であ

適用され

商

旨

者

る

る

法典の特別法と

から明らかなよ

と事業者との間

ことを特に要件

可能性もある。

主な規

の制限に

定は，不公正契約

関 （第する条項

なってい

うに，本

の契約に

として明

る。

法

適用

示し

は消費者保護を

される規定だけ

ていない規定も

条項の制

条），手付

限（第 条），就業

金 （第 条の軽減

その目的

でなく，

あり，広

とし

消

く

ている

費者が当

約款等に

・営業上

），生命・

の権利自由

身体・健康

への被害

条），

合意・同

不公正

益を受領

に

法令

意

契

す

関する責任の免

違反・公序良俗

（の援用の制限

約条項法上の消

ることを目的と

しくは保

かかる契

険契約者の地位で

約締結は，当該財

除・制限

違反によ

第 条）な

費者とは

して，買

に関

る

ど

，

主，

する条項・告知

責任の免除・制

である。

対価をもって財

賃借人，買取権

契約を締

産，役務

結し又は他の契約を

又は他の利益の取引

等の援用

限に関す

産，役務

付賃借人

の

る被

又は

，

（第制限

害者の

他の利

借入人若

締結した

を目的と

者をいう。

したもので

あっては

引目的で

る。

取引

（割契約

な

な

事

賦

らない。また，

いものを含む

業者・専門家と

販売契約）のなか

有利とす

において

るものは不公正契

のみ適用するこ

かかる者

と定義し

消費者と

の契約条

の保

，

の間

項

証人として契約

取引目的で契約

の契約， 約款

で，事業者，約

約条項と

とができ

され， 公正かつ当

る（第 条）。

を締結し

する者を

， 買取

款作成者

た

除外

権

，賃

者で，取

してい

付賃貸借

借人を

該状況に適切な限り

思慮

行させ又

する条項

目が定め

契

分

は

と

ら

約

別ある人が通常

負担を追わせる

（みなされうる

れている。

違反から生ずる

期待すべ

性質又は

第 条 項

責任を免

きも

効果

）。

除ま

のを越えて，一

を有する条項

同項には，例示

たは制限する条

方の契約

は，相手

列挙とし

項

当

方

て

事者に履

を不利に

次の 項



法

相

律が定

当な理

める以上に責任を負

由なく契約を終了さ

わせ，ま

せ，また

たは負担を負わせる

は他方の当事者が重

条項

要な内容に

つ

い

滞

他

請

い

ず

し

方

求

て契

れか

て契

の契

しま

買

価

戻し権

格を定

約に違反しなくとも

の項目について，相

約を履行する権利を

約当事者に契約締結

たは定める権利を一

契約

当の

付与

時の

方の

解除

理由

する

負担

契約

付販売契約で販売価

める条項

格に年利

権を付与する条項

なく契約を履行せず

条項

を越えて負担を負わ

当事者に対して付与

，

せ

す

または

ること

る条項

％以上の利子を加えた買戻

遅

を

し

買

め

ク

し

の

取

，

レ

て

利

権付

また

ジッ

，相

益を

消

定

費者に

める条

賃貸借契約の条項で

は買取権付賃借人に

ト契約の条項で，履

当なものを越えて消

支払わせることを定

，相

負担

行遅

費者

める

当な

を負

滞ま

に利

もの

相当なものを越えて

項

負担を負

ものを越え買取権付

わせることを定める

たは債務弁済期日の

子，違反割増金，費

賃

も

違

用

借料を

の

反に関

または

わせるような利子の計算方法

定

連

他

を

第 条

者に有利

公正

要因とし

該契約に

に

か

て

関

項は

解釈

つ当

，契

する

挙されて

消費者

い （る

保護法

，約款中に疑いがあ

すべきことを定めて

該状況に適切な限り

約当事者の善意・交

慣行，契約締結の場

る場

いる

と

渉力

所・

合に

。

いう

・経

時間

第 条）。

と不公正契約条項法は，適用

は，約款の作成者で

要件の判断において

済力・知識・理解・

，両当事者の負担の

は

考

期

比

ない当

慮すべ

待等，

較等が

範囲が重なることがあると思

事

き

当

列

わ

れるので

第一に

内の消費

法省が主

第二は

，

，

者

管

，

両者

二つ

保護

とな

消費

の関係について若干

の法律には所管官庁

委員会事務局が主管

っている。

者の定義の違いによ

整理

の違

する

る適

する

いが

のに

用範

ことが必要であろう

ある。消費者保護法

対して，不公正契約

囲の差が生じうる。

。

は

条

上

，首相

項法は

述のよ

府

司

う



に不公正

保護法に

契約条項法が 取

そのような文言は

引目的

含まれて

第 章 タイ消費者法の

の契約を明確に排除

いない。

展開と法的

している

枠組み

が，消費者

第三に

てすべて

会によっ

第四に

や公正か

，

の

て

規

つ

対象となる契約

種類の契約に適

指定された 契

制の手法の違い

当該状況に適切

において

政機関に

用いられるべき原

よる是正措置を特

の範囲に

用される

約規制業

である。

なかぎり

つい

のに

種

不公

にお

ては，不公正契

対して，消費者

に関する契約し

正契約条項法は

いて有効にする

則を定め

に定めて

るが，裁判所による

いない。これに対し

約条項法

保護法で

か対象と

，不当な

といった

が

は

な

条

契

原則とし

契約委員

らない。

項の無効

約の解釈

救済を前

て，消費

提とし，行

者保護法に

よる規制

委員会ま

よって履

で

た

行

は，私法上の効

は消費者保護委

が確保されてい

まとめ

力につい

員会によ

る。

ても

る是

規定はあるけれ

正命令やその違

ども，も

反に対す

っ

る

ぱら契約

刑事罰に

これま

問題に重

めの法整

約条項法

ととなっ

で

点

備

に

た

タイの消費者保

が置かれていた

が進展しつつあ

よって，従来は

。上述のとおり

的な措置

における

がとられている。

保護を強化するこ

護では，

ようであ

る。

規制が及

クレジッ

また，現

とが期待

食品

るが

年代

ばな

ト・

，医薬品等の安

，契約分野にお

後半から消費者

かった広範な契

カードや携帯電

在起草過程にある訪

される。

全性や広

ける消費

保護法改

約がカバ

話などの

問販売法

告

者

正

ー

分

に関する

保護のた

，公正契

されるこ

野で具体

もこの分野

契約の

の整備に

費者保護

を通じた

る。タイ

規

よ

が

私

も

制においては，

る私法的ないし

，行政の規制緩

人による事後的

諸外国における

従来から

は司法的

和を受け

な司法的

立法動向

の行

規制

て，

救

を受

政的規制だけで

が取り入れられ

行政による事前

済へと変化しつ

けて，民事ルー

はなく，

ている。

規制から

つある点

ルの整備

民

日

裁

が指

に

事ルール

本でも消

判手続き

摘され

取り組ん



でいると

期待は強

言える

く，必

。ただし，タイでは

ずしも民事ルールの

消費者保

整備が消

護について国民の行

費者保護の強化に直

政に対す

ちにつな

る

が

らないお

項法が援

司法的

もしれな

動き出し

そ

用

救

い

た

れが

され

済の

。こ

こと

面での課

の監督が

題がま

厳格す

ある。例えば，司法

た事例はまだないよ

利用は，司法へのア

の点で消費者保護法

は注目できる。ただ

的救

うで

クセ

が定

し，

済を

ある

スが

めて

消費

だ多く残っているほ

ぎるならば，消費者

か，消費

団体の

前提とする 年不

。

改善されるならば活

いた消費者団体の訴

者団体の体制づくり

公

性

権

な

正契約

化する

の制度

ど，実

者保護委員会による

活動を阻害すること

消費者団

も考えら

条

か

が

施

体

れ

る。司法

果がある

び民間組

る。実務

るなどの

へ

よ

織

で

活

のア

うに

によ

は，

動を

年

関心の高

代の法

まりが

クセスの改善の手段

思われる。なお，タ

る裁判外紛争解決制

消費者保護委員会が

行っている。

とし

イで

度

事業

ては

は消

（

者と

整備の背景には，経

あるが，こうした動

済発展に

きがまだ

，法律扶助制度など

費者保護のための行

）は整備されていな

の交渉において消費

の

政

いよ

者

利用も

機関お

うで

を支援

伴う消費者問題に対

都市部を中心とする

する国民

ものであ

効

よ

あ

す

の

る

ことは否

つあると

化の進展

い政治環

って法整

め

は

に

境

備

ない

いえ

伴い

が整

が促

費者問題

保護委員

への取

会の強

。地方開発の進展に

，地方での消費者問

，これまで実現して

いつつある反面，比

されているように思

伴い

題へ

こな

較的

われ

，消

の関

かっ

少数

る。

組みの裾野が広がる

化など実施体制を再

ことが今

検討する

費社会の領域は格段

心は概して低いとい

たさまざまな改革が

の消費者保護運動の

法の発展・実現のた

に

え

実

推

め

広がり

る。民

現しや

進者に

には，

後必要となるであろ

なかで，地方のかか

う。消費

わりを考

つ

主

す

よ

消

者

え

ていく必

注 開
ステ

要

発体
ム四

があ

制論
開

るように思われる。

については，例えば
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二
発

世
と文

紀シ
化六



開発
消
保護

と政
費者
治 岩波書店，
を単に弱者と位

法 に代わって 消

年。
置づける
費者法

第 章 タイ消費者法の

見方に対する反省か
という用語を用いる

展開と法的

ら，日本で
ことが一般

枠組み

も 消費者
的となりつ

つあ
保護
は，
と法

ルン
消

る。
法の
鎌田
岩
の
プー
費者

本章でも原則と
ほうが一般的で
薫 消費者法

波書店， 年

ルに移転した。
保護法制定の経

保護委員会事務局と消費
年 月 日付官報

して消費
あるよう
の意義

）参照。

緯につい

者法
に思
と課

ては

を用いる。なお
われる。 消費
題 （ 岩波講座
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，消費者保護委
者保護
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者法 の意
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年 月

員会事務局

ま
義
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編
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について
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ページ。

こ
之編
原

憲
著
ウ

れら
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プラカン・サン
されているもの
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ヒア
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お，旧法である

いては，拙
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るテキス
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ルットピ

稿
業
会保

トの

ット

タイの市場化と
法 アジア経済研
険を意味するが

比較は，モント
ページ参照

準教授（タマサ

年法では，委員会はおかれてい

立法の動
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ート大学法
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プ

学
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民
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年
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保護

商法
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改正
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典各編の制定・
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。第 編典型契
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法律雑誌 （チ
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消
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費者保護委員会事務
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年全面

約 年
家族

年消
ュラロンコ
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改正
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は，本条の事例として
三つ

ばれ
措置
を貼
に対
事業

の命
消費
る商
後に
付し
する
者が

令を掲載してい
者保護委員会命
品の販売禁止に
危険性を認める
て販売している
関心が少ないか
保有している量

る。要旨は
令 年
関する案
試験結果
事実を認
，あるい
が約 万

次
第
件）
が出
めつ
は重
個で

のとおりである。
号（水中浮遊玩
第 条 項に基
た。委員会は，
つも，タイにお
視していないと
金額がそれほど

具または潜
づき暫定的
諸外国にお
いては消費
いう状況に
高くないこ

水
な
い
者
あ
と

玩具と呼
販売禁止
てラベル
のラベル
ること，
，ならび



に当
の販

該商
売を

品が
禁止

委員会命

要かつ子供に有益
た。

年第 号（直

な商品で

接に水に

必
し
令

ないことを理由とし

流を流して加熱する

て，同

電気湯

は

電

品

し

商

沸
器ポ
術研
て安
また
防止

ン

ット
究所
全性
厚生
する
委員
また

また
の報
の試
省医
のに
会命
は

件）
るこ

試験の
と，シン

はだか電極型湯沸
に基づき，危険性
・証明を命じたが
学局の試験でも危
十分であるとして，

年第 号（ 科
と呼

し機
を認
，期
険で
当
学
ば

の販
め，
限内
ある
該商品
バル
れる商

果，シンナーを含
ーを含む商品につ

んでいて
いてのラ

は
告
験
科
不
令

結
ナ

禁止に関する案件）
売・輸入等を行う事
かかる試験・証明が
の結果が出た。ラベ
販売を禁止した。
ン ， プラスティッ
の販売の暫定的禁

タ
業
行
ル

ク
止に

イ科
者に
われ
は危

・バ
関す

どもの健康に対する
ル委員会の布告に従

危険性
ってい

売
販
に
と
の
ー
品
子
ベ

技
し
，
を

ー
案
あ
い

学
対
ず
険

ル
る
が
な

こと
た。
か
従
判所
系統

，な

つて
来は
の分
の行
年

どを

は内
司法
離が
政裁
月

年 月
年 月

定し，委員会が命

省検察局であったが
判所は司法省に所
められた。なお，
所が設置されている
消費者保護委員会事

令を

，
属し

。
務
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止
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と

を命

いる
と司
は独

のヒアリングによる
のヒアリングによれ

。
ば，現

消

最
，
法
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へ
へ

し

裁
の

の

令

。
法
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ところ同

年
法に
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